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「小林市国民健康保険条例」の一部改正を議案として、令和５年３月議会に提出する。

【主な改正の内容】

・ 令和５年４月１日以降の出産から、出産育児一時金の支給額を「42万円」から「50万円」に引き上げる。

【理由】

・ 出産にかかる費用が現在の出産育児一時金42万円では不足している。増額することにより被保険者の経済的負担が軽減される。

※令和２年度の公的病院のみ。

※民間を含めると15,000円程高くなる。

【その他】

・ 現在の出産育児一時金420,000円は、平成21年10月から変わっておらず、13年６ヶ月ぶりの改正になる。

・ 出産は病気ではないため保険適用にならず、被保険者は病院へ全額支払った後、市へ申請して出産育児一時金を受け取ることになる。

しかし、現在は被保険者の一時的な経済的負担を減らすため、市から病院へ支払う直接支払制度を採用している。

・ 出産費用が出産育児一時金より少なかった場合は、その差額は申請により市から被保険者へ支払われる。

議題

出産育児一時金 全国平均出産費用※ 差額 宮崎県平均※

420,000円 452,288円 △ 32,288円 400,112円
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歳入 予　算　科　目　（款）

1 国民健康保険税 被保険者から徴収する

2 一部負担金 一部負担金（保険者が徴収する場合　※実例なし）

3 使用料及び手数料 督促手数料

4 国庫支出金 国からの補助金等

5 県支出金 県からの補助金等

　普通交付金 　保険給付費の財源

　特別交付金等 　市町村の個別事情に対して財政支援

6 財産収入 基金利息

7 繰入金 一般会計や後期高齢者医療事業特別会計からの繰入金

8 繰越金 前年度からの繰越金

9 諸収入 延滞金、第三者行為や給付費の返還金、雑入等

歳　入　総　額

主な　歳入　の説明 国保に加入している人

① 国民健康保険税

　当初予算の編成では、正確な所得を見込むのが困難なため、概算で予算を計上する。

よって、5月に申告所得を基に税収を試算し、歳入不足額を見ながら、税率を決定する。

② 県支出金

普通交付金：歳出（保険給付費）の財源となる。被保険者数の減により減額した。

特別交付金：対象経費を積み上げて算定した。

市の国保

議題

５年度当初予算 ４年度当初予算 予算̲増減 ３年度決算 説　　明 単位：円

1,185,260,000 1,163,857,000 21,403,000 1,137,582,118

2,000 2,000 0 0

751,000 805,000 △ 54,000 750,400

151,000 1,000 150,000 1,410,000

4,364,904,000 4,473,032,000 △ 108,128,000 4,626,616,622

4,257,377,000 4,390,871,000 △ 133,494,000 4,481,469,820

107,527,000 82,161,000 25,366,000 145,146,802

1,000 1,000 0 12,038

581,441,000 581,900,000 △ 459,000 571,629,725

1,000 1,000 0 117,551,186

12,401,000 14,201,000 △ 1,800,000 23,737,354

6,144,912,000 6,233,800,000 △ 88,888,000 6,479,289,443

一部負担金

病院等 被保険者

納付金

国保連合会 保険者(市) 保険者(県)

療養給付費 交付金

診

療

報

酬

療

養

費

等

国

保

税
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歳出 予　算　科　目　（款）

1 総務費 人件費、事務費等

2 保険給付費 医療費（保険者が負担する分）

　療養給付費・療養費 医療費の７割又は８割分を国保連合会や被保険者へ給付

　高額療養費（介護合算含む） 一部負担金の限度額超過分を国保連合会や被保険者へ給付

　出産育児一時金等 出産1児50万円、葬祭費1件2万円を給付

3 国民健康保険事業費納付金 県への納付金（普通交付金の財源）

4 保健事業費 特定健診、国保ドック、あんまはりきゅう補助

　特定健康診査等事業費 特定健診等の経費（人件費・事務費）

　あん摩はり灸費 1回施術1,000円を補助　年間48回

　活き活き国保推進事業費 人間ドック等の経費（事務費）　7,000円を超えた分を補助

5 基金積立金 国保財政調整基金への積立金

6 諸支出金 還付金等（保険税、保険給付費）

7 予備費 予算に不足が生じた場合の財源

歳　出　総　額

主な　歳出　の説明

① 保険給付費

　団塊の世代（昭和22～24年生）が後期高齢者へ以降するため国民健康保険から抜ける。そのため、医療費（全体）や給付費は、減少すると見込んだ。

　出産育児一時金については、令和５年度から50万円（現在42万円）に引き上げられる。人数は30名を見込んでいる。

② 国民健康保険事業費納付金

　県へ納める金額。県は、市町村が支払う保険給付費を全額負担する代わりに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収する。

　市町村は国保税などを財源として納付金を県へ支払う。（８月～翌年４月の９回）

　納付金は、県内の市町村で、人数、所得、医療費で按分され、１月に県から各市町村に示される。（正式な通知は３月）

議題

５年度当初予算 ４年度当初予算 予算̲増減 ３年度決算 説　　明 単位：円

155,835,000 154,446,000 1,389,000 146,381,364

4,284,545,000 4,417,740,000 △ 133,195,000 4,507,327,725

3,659,766,000 3,777,980,000 △ 118,214,000 3,848,574,594

607,769,000 623,049,000 △ 15,280,000 637,122,533

17,010,000 16,711,000 299,000 21,630,598

1,583,314,000 1,541,515,000 41,799,000 1,550,578,259

93,952,000 94,914,000 △ 962,000 73,435,885

67,935,000 67,977,000 △ 42,000 57,490,182

7,179,000 8,162,000 △ 983,000 7,242,020

18,838,000 18,775,000 63,000 8,703,683

1,000 1,000 0 12,038

17,265,000 15,184,000 2,081,000 30,456,572

10,000,000 10,000,000 0 0

6,144,912,000 6,233,800,000 △ 88,888,000 6,308,191,843
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1 被保険者の状況

・国民健康保険の被保険者数は、年々減少傾向にある。主な理由は、後期高齢者医療制度（７５歳以上）の移行である。

・小林市人口の　約１／４　が国民健康被保険者である。

（表）被保険者数等の推移　　＜各年度　年度末現在＞

世帯数（年度末） （世帯）

被保険者数（年度末） （人）

小林市人口（年度末） （人）

人口に占める被保険者の割合

・国民健康保険の被保険者のうち、半数が６５歳以上７５歳未満の人である。

（表）年代別被保険者数　＜R５.１月末現在＞

年齢（歳） 人数（人）

　今後、５年間で後期高齢者 → 70 ～ 74

　医療制度へ移行する。 65 ～ 69

40 ～ 64

7 ～ 39

0 ～ 6

計

その他

H30 R1 R2 R3 R5.1.31

7,472 7,244 7,162 7,015 6,845

△ 242 △ 228 △ 82 △ 147 △ 170

12,226 11,652 11,358 10,999 10,577

△ 574 △ 574 △ 294 △ 359 △ 422

45,535 44,892 44,285 43,614 43,493

26.8% 26.0% 25.6% 25.2% 24.3%

（%） 医療費 自己負担割合 区分

3,174 30.2% 2割　※現役並所得者は3割

2,113 20.1%

3,178 30.2% 介護（2号）被保険者

1,788 17.0%

257 2.5% 2割 未就学児

10,510 100.0%

前期高齢者

3割
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2 税収

・被保険者数の減少等により、税収は減少傾向にある。

現年課税分 調定額

収入額

収納率

滞納繰越分 調定額

収入額

収納率

合計 調定額

収入額

収納率

前年度比 減収率

（表）県内9市の税率

県内9市の保険税率 所得 家族 2 資産

順位 順位 順位 順位 順位

1 4 7 3 1

3 2 3 7 2

2 7 9 4 3

6 1 5 2 4

5 3 6 6 5

4 5 8 5 6

7 6 4 9 7

9 － 1 1 8

8 － 2 8 9

その他

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和５年１月末 昨年同月比

1,293,132,600円 1,231,985,900円 1,189,065,100円 1,129,287,200円 1,119,306,400円

1,218,905,056円 1,156,605,573円 1,127,559,654円 1,073,535,353円 836,234,737円

94.26% 93.88% 94.75% 95.03% 74.54% 0.93%

372,019,602円 334,930,031円 311,230,960円 274,163,530円 252,032,765円

88,255,336円 76,665,983円 87,249,193円 64,046,765円 54,174,323円

23.72% 22.89% 28.02% 23.36% 21.49% 0.28%

1,665,152,202円 1,566,915,931円 1,500,296,060円 1,403,450,730円 1,371,339,165円

1,307,160,392円 1,233,271,556円 1,214,808,847円 1,137,582,118円 890,409,060円

78.50% 78.71% 80.91% 81.03% 64.79% 1.14%

(1.72%) (△ 5.65%) (△ 1.50%) (△ 6.36%) - -

【保険税試算】 2,000,000 50,000

所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 計

都城市 16.15 30.20 39,100 36,600 253,500 15,100 78,200 36,600 383,400

日南市 15.25 35.40 43,800 31,800 239,400 17,700 87,600 31,800 376,500

小林市 15.65 17.47 37,900 36,500 245,700 8,700 75,800 36,500 366,700

串間市 14.20 40.90 41,100 37,100 222,900 20,400 82,200 37,100 362,600

えびの市 14.38 34.57 40,700 34,600 225,700 17,200 81,400 34,600 358,900

日向市 14.60 22.20 38,000 36,200 229,200 11,100 76,000 36,200 352,500

延岡市 14.05 18.50 43,200 30,000 220,500 9,200 86,400 30,000 346,100

西都市 13.43 0.00 45,900 41,700 210,800 0 91,800 41,700 344,300

宮崎市 13.90 0.00 45,200 31,400 218,200 0 90,400 31,400 340,000
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3 医療費　と　保健事業

・ 令和４年９月までの当市全体の医療費は、団塊の世代が後期高齢者へ加入したことにより、前年同月比で　1.10％　減少している。

・ 令和４年９月までの当市の１人あたり医療費は、県内で４番目に高い。

（表）医療費（3月診療分～翌2月診療分） 医療費のまとめから

医療費 金額

（小林市） 増減（金額）

増減（率）

医療費 金額（県全体）

（県内市町村全体） 増減（率）

金額

医療費 増減

（１人あたり） 県内順位（市町村中）

金額（県平均）

（表）特定健診：受診率　、　特定保健指導：実施率　、　人間ドック：補助人数

特定健診 受診率

受診者数

特定保健指導 実施率

実施者数

人間ドック補助 一般ドック

脳ドック

その他

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年９月

5,137百万円 4,953百万円 5,209百万円 3,054百万円 ３月～９月

(△ 8百万円) (△ 184百万円) (256百万円) (△ 33百万円) 前年同月比

(△ 0.16％) (△ 3.58％) (5.17％) (△ 1.10％) 前年同月比

107,449百万円 102,572百万円 105,316百万円 60,561百万円 ３月～９月

(0.03％) (△ 4.54％) (2.68％) (△ 2.10％) 前年同月比

429,283円 427,539円 462,174円 278,115円 ３月～９月

(20,448円) (△ 1,744円) (34,635円) (6,304円) 前年同月比

8位 10位 8位 4位 ３月～９月

404,976円 397,778円 417,224円 246,703円 ３月～９月

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年12月末

42.4% 42.9% 37.4% 42.7% 30.4%

3,712人 3,664人 3,151人 3,477人 2,413人

30.8% 29.8% 70.2% 65.7% 1.5%

123人 121人 200人 243人 3人

115人 108人 55人 77人 62人

222人 241人 133人 162人 171人
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4 医療費適正化の取り組み

　 年々、増加する１人あたり医療費を抑えるため、医療費適正化に努めている。

給付の適正化 保健事業

① 後発医薬品の普及促進 ① 特定健康診査（国保　被保険者　向け）

・ 先発医薬品（新薬）を後発医薬品（ジェネリック医薬品）に切り ・ 法律に基づき、40歳～74歳を対象に、生活習慣病に着目して行

替えた場合、１月あたり200円以上の負担額の削減が期待できる われる健康診査を実施する。

被保険者に対して差額通知を送付し、後発医薬品を普及促進する。 ② 特定保健指導（国保　被保険者　向け）

② 医療費通知 ・ 特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣

・ 医療費負担の仕組みや健康に対する認識を深めていただくため、 の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して、専

医療費を記載したハガキを世帯ごとに年4回送付する。 門スタッフ（保健師、管理栄養士）による保健指導を行う。

③ レセプト（診療報酬明細書）点検 ③ がん検診（市民　向け）

・ レセプト点検員によるレセプトの二次点検を実施し、保険資格が ・ がんの早期発見・適切な治療を行うことで、がんによる死亡減少

適正かどうか、その請求内容や点数が算定基準等と照合し、誤り 及び各種がんについての正しい知識の普及・啓発を図る。

がないかどうかを点検する。 ④ 重症化予防事業（市民　向け）

④ 第三者行為求償 ・ 健康診査の結果を任意提供していただき、その内重症化予防対象者に

・ 国保被保険者が、加害者から受けた交通事故や傷害によるケガ 対し、専門スタッフによる保健指導を行う。また、国保特定健康診査

（第三者行為）について、保険証で受診した際の保険給付費を の結果、必要な方へ二次検査（歯周病検診、尿中アルブミン定量検査）

保険者（当市）から加害者へ求償を行う。 を行い、血糖コントロールの改善や糖尿病性腎症の早期発見に努める。

⑤ 国保人間ドック（国保　被保険者　向け）

・ 国保被保険者について、人間ドック（一般ドック、脳ドック）の

受診費用を補助することで、受診を促進し重大疾病の早期発見、

早期予防につなげる。

その他
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5 単年度収支（見込）

・令和４年度の　前年度繰越金を除いた単年度収支は

を見込んでいる。

　

※令和４年度当初の前年度繰越金は

である。

※基金（国民健康保険事業　財政調整基金）

国民健康保険事業　特別会計　の財源不足に備え、積み立てている基金。

令和５年１月末時点で残高は、 である。

その他

年度 単年度収支 翌年度繰越金 基金残高

△ 18,702,367円 Ｈ29 54,481,458円 300,096,624円 100,806,882円

Ｈ30 126,599,340円 226,657,943円 300,844,903円

Ｒ1 △ 51,372,300円 175,224,980円 300,905,556円

Ｒ2 △ 57,613,613円 117,551,186円 300,965,747円

Ｒ3 53,546,414円 171,097,600円 300,977,785円

Ｒ4 △ 18,702,367円 152,395,233円 300,983,804円

171,097,600円 Ｒ5 △ 18,702,367円 133,692,866円 300,983,804円

Ｒ6 △ 18,702,367円 114,990,499円 300,983,804円

Ｒ7 △ 18,702,367円 96,288,132円 300,983,804円

Ｒ8 △ 18,702,367円 77,585,765円 300,983,804円

300,977,785円 Ｒ9 △ 18,702,367円 58,883,398円 300,983,804円

Ｒ10 △ 18,702,367円 40,181,031円 300,983,804円

Ｒ11 △ 18,702,367円 21,478,664円 300,983,804円

Ｒ12 △ 18,702,367円 2,776,297円 300,983,804円
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1 委員の任期

　小林市国民健康保険運営協議会　委員　の現在の任期は、　令和４年５月９日　～　令和７年５月８日　となっております。

会議については、今回の定例会が　今年度最後の会議になります。

　

　委員の皆様におかれましては、３年間、小林市の国民健康保険行政にご協力のほどよろしくお願いします。

2 視察研修について

　以前は、任期中に１回視察研修に行きましたが、前回の任期中はコロナ化の影響で控えておりました。今後、視察研修のあり方（継続や中止）について

検討していきたいと思います。

3 次期協議会の開催

次期協議会の第１回定例会は、令和５年５月に開催予定です。

その他



小林市国民健康保険運営協議会委員 令和４年度　第３回小林市国民健康保険運営協議会　資料 10

任期　令和４年５月９日～令和７年５月８日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

小林市国民健康保険事業の運営に関する協議会規則（抜粋）

（権限） 　協議会は、市の国民健康保険事業の運営に関する重要事項について、市長の諮問に応ずるとともに、必要が

あるときは、市長に意見を述べることができる。

（定足数）　協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

参考

区分 推薦団体 氏　　　　名 備 考

区長会 髙 妻 賢 士 会長　平成27年５月９日～

　公益代表 区長会 山 田 博 令和４年５月９日～

民生委員・児童委員協議会 吉 脇 辰 男 副会長　平成29年５月９日～

民生委員・児童委員協議会 柿 木 由 紀 子 令和４年５月９日～

医師会 園 田 定 彦 令和３年９月１日～

　保険医代表 医師会 竹 之 内 剛 令和３年９月１日～

歯科医師団 丸 野 克 之 令和３年８月１日～

薬剤師会 福 森 一 真 平成25年５月９日～

野尻地区（男性） 岩 松 浩 平成20年１月１日～

　被保険者代表 野尻地区（女性） 竹 山 真 弓 美 平成29年５月９日～

須木地区（女性） 有 木 鈴 子 令和元年５月９日～

小林市消防団 芝 原 靖 彦 令和４年５月９日～

　被用者保険代表 宮崎県市町村職員共済組合 牧 嵜 敦 子 令和３年７月１日～


